
を防ごう!

全国的に夏場を中心として職場で熱中症を発症し、重篤化して死亡に至る事例が令和４

年以降３年連続で30件以上発生しており、秋田署管内では、令和５年に熱中症による死亡
災害が２件発生しています。こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、令和７年「STOP!
熱中症クールワークキャンペーン」を展開しており、令和７年６月１日には法改正により
職場における熱中症対策が強化されました。熱中症の発症リスクを低減させるため、熱中
症予防対策の徹底をお願いします。
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秋田署管内の熱中症発生状況 ※休業4日以上の死傷災害（死亡災害を含む）

具体的な取組事項

・WBGT指数計はJIS規格に適合したものを
使用し、測定値は掲示等により関係者に
周知しましょう。
・測定が難しい場合は、熱中症リスクの
早期把握の観点から環境省のWBGT予測
値・推定値も参考にしましょう。

WBGTの確認方法

★WBGTについて↓★WBGT指数計↓

★厚生労働省の熱中症ポータルサイト
『学ぼう！備えよう！職場の仲間を守ろう！
職場における熱中症予防情報』→
熱中症対策事例やeラーニング
動画等が掲載されていますので、
あらゆる機会にご活用ください。

★STOP！熱中症
クールワークキャンペーン→
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※「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続１時間以上または１日４時間を超え

て行われることが見込まれる作業」を行う場合に適用されます！

・出張先、複数の場所で作業を行う場合、臨時作業等も対象です。

・作業に従事する人には同一の場所で作業する労働者以外の作業者も含みます

（例：一人親方、荷物搬入者等）。

・建設現場等で複数の事業者が同一場所で作業する場合、元請だけでなく、

関係請負人の事業者にも措置義務が生じます。

・熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた人が

その内容を報告させるための体制をあらかじめ会社ごとに整備し関係者への周

知してください。

・①報告を受ける人、②報告を受ける人の連絡先、③連絡方法を

決めてください。

・周知方法は、掲示板への掲示、メール、文書の配布、朝礼での口頭伝達等、

必要に応じて複数の手段を組み合わせて使用してください。

・①熱中症の症状の悪化を防止するために必要な

措置（身体の冷却等）の内容、②①の実施に

関する手順を決めてください。

・作業手順の作成に当たっては、秋田労働局の

HPに作成例が掲載されていますので、参考に

してください。

・会社の緊急連絡網、搬送先の病院の連絡先

（住所を含む。）を定めている場合は、併せて記載するのが望ましいです。

・身体の冷却方法の例

→作業着を脱がせて水を身体にかける、涼しい休憩所に避難させる、

アイススラリー（流動性の氷状飲料）を摂取させる等

熱中症対策が強化されました！

１ 報告体制の整備と関係作業者への周知（安衛則第612条の２第1項）

２ 作業手順の作成と関係労働者への周知（安衛則第612条の２第2項）

無料でダ

ウンロー

ドしてす

ぐに使え

ます！

施行日：令和７年６月１日

秋田労働基準監督署        （R7.７）

★作業手順作成例

★秋田労働局HPは
こちら↓
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